
 

当院は、厚生労働大臣が定める以下の施設基準・加算の届出を行っております。 

 

明細書発行体制について 

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、

領収書の発行時に、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無償で発行して

おります。なお、必要ない場合はお申し出ください。 

 

かかりつけ医機能について 

他の医療機関の受診状況や処方薬を把握し、必要な管理を行う「かかりつけ医」と

しての機能を有しています。 

 

一般名処方について 

当院では後発医薬品の使用促進と安定供給のため、商品名でなく「有効成分名で

処方箋を記載する「一般名処方」を行う場合があります。 

 

オンライン資格確認を行う体制を有しています。薬剤情報、特定健診情報、その他

必要な情報を取得・活用して診察を行い、医療 DX を通じた質の高い医療の提供

に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  まんのう町国民健康保険造田・美合診療所     所長 

施設基準及び加算に関する掲示 


